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(57)【要約】
【課題】塗装後耐食性を簡便に、さらに短時間且つ正確に評価、判定できる塗装後耐食性
の評価方法および塗装後耐食性に優れた高強度鋼板の製造方法ならびに塗装後耐食性に優
れた高強度鋼板を提供する。
【解決手段】化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分極を行い、各々のカソード電
流値および化成処理前後の前記カソード電流値の減少率を求め、この減少率をもって塗装
後耐食性を判断する。減少率７０％以上を塗装後耐食性良好と判断する。また、上記によ
り得られる評価結果をもとに、鋼板の製造条件を決定する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分極を行い、各々のカソード電流値および
化成処理前後の前記カソード電流値の減少率を求め、該減少率をもって塗装後耐食性を判
断することを特徴とする塗装後耐食性の評価方法。
【請求項２】
　化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分極を行い、各々のカソード電流値および
化成処理前後の前記カソード電流値の減少率を求め、次いで、前記減少率７０％以上を塗
装後耐食性良好と判断することを特徴とする塗装後耐食性の評価方法。
【請求項３】
　前記化成処理後の鋼板のカソード電流値が２０μＡ／ｃｍ２以下を塗装後耐食性良好と
判断することを特徴とする請求項２に記載の塗装後耐食性の評価方法。
【請求項４】
　前記化成処理後の鋼板のカソード電流値が５～１３μＡ／ｃｍ２を塗装後耐食性良好と
判断することを特徴とする請求項２に記載の塗装後耐食性の評価方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果をも
とに、鋼板の製造条件を決定することを特徴とする塗装後耐食性に優れた高強度鋼板の製
造方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果をも
とに、研削条件、酸洗条件、巻取温度のいずれか一つ以上を決定することを特徴とする塗
装後耐食性に優れた高強度鋼板の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果をも
とに製造されることを特徴とする塗装後耐食性に優れた高強度鋼板。
【請求項８】
　カソード電流値の減少率が70%以上であることを特徴とする塗装後耐食性に優れた高強
度鋼板。
なお、前記カソード電流値の減少率とは、化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分
極を行い、各々のカソード電流値を求め、得られる化成処理前後の前記カソード電流値の
減少率である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗装後耐食性の評価方法および塗装後耐食性に優れた高強度鋼板の製造方法
ならびに塗装後耐食性に優れた高強度鋼板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車の燃費向上および自動車の衝突安全性向上の観点から、車体材料の高強度
化によって薄肉化を図り、車体そのものを軽量化かつ高強度化するために、高強度鋼板の
自動車への適用が促進されている。さらに、自動車用部材の多くは成形加工が施されるた
め、強度に加えて成形性も要求される。
【０００３】
　鋼板の強度、成形性を高めるためには、ＳｉやＭｎの添加が有効である。しかし、連続
焼鈍の際にＳｉやＭｎは、Ｆｅの酸化が起こらない（Ｆｅ酸化物を還元する）還元性のＮ

２＋Ｈ２ガス雰囲気でも酸化し、鋼板表面から１０μｍ程度の領域(以下、この領域を「
鋼板表層」と称することもある)にＳｉＯ２やＳｉ－Ｍｎ系複合酸化物が形成する。これ
らのＳｉ含有酸化物は化成処理性を著しく低下させる。さらに、電着塗装後に温塩水浸漬
試験や複合サイクル腐食試験のような過酷な腐食環境に曝された場合に、通常の鋼板に比
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べて塗装後耐食性が劣る。
【０００４】
　上記原因としては、以下の２つの理由が考えられている。
【０００５】
　第一の理由は、Ｓｉを主体とする酸化物が鋼板表面を被覆することにより、鋼板表面上
への化成結晶の生成が阻害され、塗膜密着性が低下するというものである。
【０００６】
　第二の理由は、鋼板表層の結晶粒界に生成したＳｉ含有酸化物が、酸洗などで選択的に
除去されることにより、粒界に沿った微小クラックが生成され、その内部においては、化
成結晶の生成が起こり難いため、塗装後耐食性が劣化するというものである。
【０００７】
　上記のいずれも化成結晶の未生成部分が腐食の起点となることで塗装後耐食性の低下を
招くことを示している。この結果から、塗装後耐食性に優れた鋼板を得るための製造条件
を最適化するためには、短時間かつ正確に化成皮膜欠陥の有無を判断し塗装後耐食性を評
価する手法が必要であることがわかる。
【０００８】
　現在、化成処理鋼板の評価としては、表面観察による化成結晶未生成部分（いわゆるス
ケ）の確認、リン酸皮膜の析出形態、皮膜重量、以上３項目で評価されることが多い。し
かし、例えば、上述したように微小クラックが耐食性劣化の要因となる場合には、微小ク
ラック周辺に化成結晶が成長していると、表面観察では微小クラックが確認できずその評
価が困難になり、これらの評価項目だけでは不十分である。
【０００９】
　化成皮膜の評価方法として、特許文献１には、電気化学的な手法を用い、化成処理鋼板
のカソード電流測定により化成皮膜を評価する方法が開示されている。しかしながら、塗
装後耐食性に関する検討は行われていない。
【００１０】
　特許文献２では、化成処理鋼板のカソード電流値が０．０５～８０μＡ/ｃｍ２とする
塗装後耐食性に優れた高強度冷延鋼板が開示されている。しかし、本発明者らが検討を重
ねた結果、カソード電流値が上記の範囲内であっても塗装後耐食性が劣化する場合がある
ことが確認された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平２－２２１３８０号公報
【特許文献２】特許第４２８９１６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであって、塗装後耐食性を簡便に、さらに
短時間且つ正確に評価、判定できる塗装後耐食性の評価方法および塗装後耐食性に優れた
高強度鋼板の製造方法ならびに塗装後耐食性に優れた高強度鋼板を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　検討を重ねた結果、化成処理前後の鋼板のカソード電流値を比較することによって、塗
装を行う前に、塗装後耐食性の良否を判断し評価することができることを知見した。
【００１４】
　本発明は上記知見に基づくものであり、特徴は以下の通りである。
［１］化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分極を行い、各々のカソード電流値お
よび化成処理前後の前記カソード電流値の減少率を求め、該減少率をもって塗装後耐食性
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を判断することを特徴とする塗装後耐食性の評価方法。
［２］化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分極を行い、各々のカソード電流値お
よび化成処理前後の前記カソード電流値の減少率を求め、次いで、前記減少率７０％以上
を塗装後耐食性良好と判断することを特徴とする塗装後耐食性の評価方法。
［３］前記化成処理後の鋼板のカソード電流値が２０μＡ／ｃｍ２以下を塗装後耐食性良
好と判断することを特徴とする前記［２］に記載の塗装後耐食性の評価方法。
［４］前記化成処理後の鋼板のカソード電流値が５～１３μＡ／ｃｍ２を塗装後耐食性良
好と判断することを特徴とする前記[２]に記載の塗装後耐食性の評価方法。
［５］前記［１］～［４］のいずれかに記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結
果をもとに、鋼板の製造条件を決定することを特徴とする塗装後耐食性に優れた高強度鋼
板の製造方法。
［６］前記［１］～［４］のいずれかに記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結
果をもとに、研削条件、酸洗条件、巻取温度のいずれか一つ以上を決定することを特徴と
する塗装後耐食性に優れた高強度鋼板の製造方法。
［７］前記［１］～［４］のいずれかに記載の塗装後耐食性の評価方法により得られる結
果をもとに製造されることを特徴とする塗装後耐食性に優れた高強度鋼板。
［８］カソード電流値の減少率が70%以上であることを特徴とする塗装後耐食性に優れた
高強度鋼板。
なお、前記カソード電流値の減少率とは、化成処理前後の各々の鋼板に対してカソード分
極を行い、各々のカソード電流値を求め、得られる化成処理前後の前記カソード電流値の
減少率である。
【００１５】
　なお、本発明における高強度とは、引張強度ＴＳが４５０ＭＰａ以上の鋼板である。ま
た、本発明の高強度鋼板は、冷延鋼板、熱延鋼板のいずれも含むものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、塗装を行う前に、塗装後耐食性の良否を判断し評価することができる
。
【００１７】
　さらに、鋼板表面の観察では確認できないような化成皮膜欠陥を有し、その結果、塗装
後耐食性が劣るような場合においても、塗装を行うことなく、塗装後耐食性を評価するこ
とができる。
【００１８】
　また、本発明の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果を製造条件へフィードバッ
クすることにより、塗装後耐食性に優れた高強度鋼板を製造することができる。その結果
、塗装後耐食性に優れた高強度鋼板が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明について具体的に説明する。
【００２０】
　本発明では、化成処理前後の各々の鋼板に対して、まず、カソード分極を行いカソード
電流値を測定する。次いで、化成処理前後の各々の鋼板のカソード電流値をもとに、化成
処理前後のカソード電流値の減少率（以下、単に減少率と称することもある）を求める。
なお、減少率＝（化成処理前のカソード電流値－化成処理後のカソード電流値）/化成処
理前のカソード電流値×100（％）である。
このカソード電流値の減少率をもって塗装後耐食性を判断する。判断基準は、目的や用途
に合わせて適宜設定される。例えば、後述する実施例の塗装後耐食性評価基準の場合は、
減少率が７０％以上の場合を塗装後耐食性が良好と判断した例である。減少率が７０％以
上に加えて、化成処理後の鋼板のカソード電流値が２０μＡ／ｃｍ２以下の場合は、塗装
後耐食性がより良好と判断する。さらに、減少率が７０％以上に加えて、化成処理後の鋼
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板のカソード電流値が５～１３μＡ／ｃｍ２の場合は、塗装後耐食性がより一層良好と判
断する。このように、塗装後耐食性の良否の判断を化成処理前後のカソード電流値の減少
率から判断し、減少率が７０％以上の場合を塗装後耐食性が良好と判断することは本発明
において重要な要件である。
【００２１】
　化成処理前後の鋼板のカソード電流値を比較することによって、塗装を行う前に、塗装
後耐食性の良否を判断し評価することができる。そして、鋼板表面の観察では確認できな
いような化成皮膜欠陥を有する場合においても、塗装後耐食性を評価することが可能とな
る。
【００２２】
　本発明では、化成処理前後でのカソード電流値の減少率が７０％以上で塗装後耐食性が
良好とする。鋼板表面は化成結晶によって被覆されることで腐食反応が抑制され、カソー
ド電流値は減少する。すなわち、化成処理前後でのカソード電流値の減少率は、化成結晶
による鋼板表面の被覆率と対応し、カソード電流値の減少率が増加するほど鋼板表面は緻
密な化成結晶で被覆されており、塗装密着性、塗装後耐食性は向上することになる。減少
率が７０％以上であれば十分な塗装後耐食性を有する鋼板を得ることができる。
【００２３】
　この理由は明らかではないが、本発明者らは以下のように考えている。上記のように鋼
板表層の結晶粒界に生成したＳｉ含有酸化物が、酸洗などで選択的に除去されることによ
り、粒界に沿った微小クラックが生成されるが、この微小クラック内部は化成結晶が生成
されず、塗装後耐食性の低下をもたらす。このような化成結晶の未被覆部分を有する鋼板
はカソード反応が抑制されず、化成処理前後でカソード電流値の減少率は小さい。一方で
、緻密な化成結晶で被覆された鋼板はカソード反応が抑制され、化成処理前後でカソード
電流値の減少率は大きい。つまり、化成処理前後でカソード電流値の減少率が大きいほど
化成皮膜欠陥、この場合は微小クラックが少ないことになり、ひいては塗装後の耐食性も
良好なものになる。また、鋼板表面にSi系酸化物等がある場合は、酸化物に被覆された部
分は化成結晶が生成されないため、その部分におけるカソード反応の程度は化成処理前後
であまり変わらないと考えられ、その結果、カソード電流値の減少率を評価することで、
鋼板表面のSi系酸化物等の影響を評価できる。
【００２４】
　さらに、本発明では化成処理後のカソード電流値を２０μＡ/ｃｍ２以下で塗装後耐食
性がより良好とする。化成処理後のカソード電流値は極力小さい方が好ましい。化成処理
前後のカソード電流値の減少率７０％以上であり、かつ、化成処理後のカソード電流値が
２０μＡ/ｃｍ２以下であれば塗装後耐食性はより優れることになる。化成処理後のカソ
ード電流値は、より好ましくは５～１３μＡ／ｃｍ２である。
【００２５】
　なお、カソード電流値の測定方法については、特に限定しない。例えば、後述する実施
例の方法を一例としてあげることができる。また、条件に関しても特に限定はしないが、
通常の鋼材の分極測定の条件、つまりは下記条件の範囲で測定を行うことが好ましい。
電解液：０．５～５質量％ ＮａＣｌ水溶液（空気開放、窒素脱気なし）
掃引速度：０．１～１ｍＶ／ｓ
電流値評価電位：―７００～９００ｍＶ　ｖｓ．Ａｇ/ＡｇＣｌ
　次に、本発明が対象とする高強度鋼板について説明する。なお、以下の説明において、
鋼成分組成の各元素の含有量の単位は「質量％」であり、特に断らない限り単に「％」で
示す。
【００２６】
　本発明の鋼板の基本成分としては、Ｃ：０．０１～０．１８％、Ｓｉ：０．４～２．０
％、Ｍｎ：１．０～３．０％等を含有することが好ましい。
Ｃ：０．０１～０．１８％
Ｃは、鋼組織として、マルテンサイトなどを形成させることで加工性を向上しやすくする
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。そのためには０．０１％以上が好ましい。一方、０．１８％を超えると溶接性が劣化す
る。したがって、Ｃ量は０．０１％以上０．１８％以下が好ましい。
【００２７】
　Ｓｉ：０．４～２．０％
Ｓｉは鋼を強化して良好な材質を得るのに有効な元素である。Ｓｉが０．４％未満では高
強度を得るために高価な合金元素が必要になり、経済的に好ましくない。一方、２．０％
を超えると良好な化成処理性が得られない場合がある。したがって、Ｓｉ量は０．４％以
上２．０％以下が好ましい。
【００２８】
　Ｍｎ：１．０～３．０％
Ｍｎは鋼の高強度化に有効な元素である。機械特性や強度を確保するためは１．０％以上
含有させることが好ましい。一方、３．０％を超えると溶接性や強度延性バランスの確保
が困難になる場合がある。したがって、Ｍｎ量は１．０％以上３．０％以下が好ましい。
【００２９】
　Ｂ：０．０００５～０．００５％
Ｂは鋼の焼入れ性を向上させるのに有効な元素である。０．０００５％未満では焼き入れ
効果が得られにくく、０．００５％を超えると良好なめっき密着性が得られない場合があ
る。したがって、Ｂ量は０．０００５％以上０．００５％以下が好ましい。
【００３０】
　なお、強度と延性のバランスを制御するため、Ａｌ：０．０１～０．１％、Ｍｏ：０．
０５～１．０％、Ｎｂ：０．００５～０．０５％、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｃｕ
：０．０５～１．０％、Ｎｉ：０．０５～１．０％、Ｃｒ：０．０１～０．８％のうちか
ら選ばれる元素の１種以上を必要に応じて添加してもよい。
【００３１】
　これらの元素を添加する場合における適正添加量の限定理由は以下の通りである。
Ａｌは、脱酸剤として作用すると共に、ＮをＡｌＮとして固定し、Ｎの悪影響を防止する
作用を有する元素である。この効果は０．０１％以上で得られる。０．１％を超えるとコ
ストアップになる。したがって、Ａｌ量は０．０１％以上０．１％以下が好ましい。
【００３２】
　Ｍｏは０．０５％未満では強度調整の効果やＮｂ、またはＮｉやＣｕとの複合添加時に
おけるめっき密着性改善効果が得られにくい。一方、１．０％超えではコストアップを招
く。したがって、Ｍｏ量は０．０５％以上１．０％以下が好ましい。
【００３３】
　Ｎｂは０．００５％未満では強度調整の効果やＭｏとの複合添加時におけるめっき密着
性改善効果が得られにくい。一方、０．０５％超えではコストアップを招く。したがって
、Ｎｂ量は０．００５％以上０．０５％以下が好ましい。
【００３４】
　Ｔｉは０．００５％未満では強度調整の効果が得られにくく、０．０５％超えではめっ
き密着性の劣化を招く。したがって、Ｔｉ量は０．００５％以上０．０５％以下が好まし
い。
【００３５】
　Ｃｕは０．０５％未満では残留γ相形成促進効果やＮｉやＭｏとの複合添加時における
めっき密着性改善効果が得られにくい。一方、１．０％超えではコストアップを招く。し
たがって、Ｃｕは０．０５％以上１．０％以下が好ましい。
【００３６】
　Ｎｉは０．０５％未満では残留γ相形成促進効果やＣｕとＭｏとの複合添加時における
めっき密着性改善効果が得られにくい。一方、１．０％超えではコストアップを招く。し
たがって、Ｎｉは０．０５％以上１．０％以下が好ましい。
【００３７】
　Ｃｒは０．０１％未満では焼き入れ性が得られにくく強度と延性のバランスが劣化する
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場合がある。一方、０．８％超えではコストアップを招く。したがって、Ｃｒ量は０．０
１％以上０．８％以下が好ましい。
【００３８】
　上記以外の残部はＦｅおよび不可避的不純物である。
【００３９】
　本発明の高強度鋼板とは、引張強度ＴＳが４５０ＭＰａ以上(好ましくは５９０ＭＰａ 
以上)の鋼板を対象とする。引張強度が４５０ＭＰａ未満の場合には、高強度化や高延性
化のために合金元素を多量に添加する必要がなく、上述したようなＳｉ含有酸化物による
化成処理性の低下、塗装後耐食性の劣化といった問題はほとんど生じないためである。
【００４０】
　また、本発明は、鋼板内部の金属組織については規定しない。フェライトとマルテンサ
イトからなるＤＰ(デュアル・フェーズ)鋼板、残留オーステナイトを含むＴＲＩＰ鋼板、
フェライトとパーライトからなる鋼板、ベイナイトからなる鋼板、析出強化された鋼板等
を適用することができる。
【００４１】
　本発明に係る高強度鋼板を製造する方法は特に限定されない。通常、用いる方法により
製造することができる。例えば、鋼スラブを１１５０～１３００℃の温度に再加熱した後
、仕上圧延終了温度を７００～９００℃とする熱間圧延を施し、５００℃～６５０℃の温
度でコイルに巻取り、板厚３～４ｍｍの熱延鋼板とし、次いで、酸洗により表面スケール
を除去した後に冷間圧延して板厚１．８ｍｍの冷延鋼板とし、さらにこれらの冷延鋼板を
連続焼鈍した後、伸び率０．７％の調質圧延を施すことで製造することができる。
なお、化成皮膜欠陥の原因となるＳｉ含有酸化物は、熱間圧延後のコイル巻取り過程、冷
間圧延後の焼鈍過程において多量に形成されることが知られている。そのため、上記コイ
ル巻取り過程および冷間圧延後の焼鈍過程において、Ｓｉ含有酸化物の生成を抑制する手
段として例えば、熱間圧延後の巻取り温度の低温化、あるいは生成したＳｉ含有酸化物を
除去する手段として酸洗、研削を適宜実施することが好ましい。
【００４２】
　さらに、本発明では、上述した塗装後耐食性の評価方法により得られる結果をもとに、
鋼板の製造条件を決定することができる。例えば、研削条件、酸洗条件、巻取温度を、塗
装後耐食性の評価方法により得られる結果をもとに、最適化する。
【００４３】
　酸洗、研削等による鋼板表層の除去や巻き取り温度の低温化は、それぞれＳｉ含有酸化
物除去に効果があるので、実際には、ある製造条件で製造された鋼板について本発明の方
法で評価を行い、不十分な場合には、研削量増大、酸洗強化、巻取温度低温化を行い鋼板
を製造し、得られた鋼板が本発明の評価方法で良好になる条件の組合せを探せば良い。
【００４４】
　以上のように、本発明の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果をもとに製造条件
を設定することで、本発明の塗装後耐食性に優れた高強度鋼板が製造される。
また、塗装後耐食性に優れた高強度鋼板は、化成処理前後の前記カソード電流値の減少率
をもって塗装後耐食性を判断する本発明の塗装後耐食性の評価方法で、前記カソード電流
値の減少率が70%以上となる。
【実施例１】
【００４５】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明する。
表１に示す鋼成分組成（残部はFe及び不可避的不純物）からなるスラブに対して、熱間圧
延を施し、板厚３～４ｍｍの熱延鋼板とした。次いで、酸洗により表面スケールを除去し
た後に冷間圧延して板厚１．８ｍｍの冷延鋼板とした。次いで、これらの冷延鋼板を連続
焼鈍した後、伸び率０．７％の調質圧延を施して冷延鋼板を得た。なお、製造条件を表２
に示す。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
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【表２】

【００４８】
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　以上により得られた冷延鋼板について、化成処理を行い、化成結晶を評価するとともに
、化成処理前後でカソード分極を行いカソード電流値およびカソード電流値の化成処理前
後の減少率を求めた。更に、電着塗装を行い、電着塗装後の耐食性を評価した。以下に、
条件および評価方法を示す。
【００４９】
　カソード電流値測定
作用極に化成処理前後の上記冷延鋼板を用い、対極にＰｔ板、参照極にＡｇ/ＡｇＣｌ電
極、電解液として5質量%塩化ナトリウム水溶液を用いて、室温、大気開放にて試験を実施
した。鋼板を測定液に浸漬し、浸漬開始後自然電位を６００ｓ測定した後、自然電位から
掃引速度１ｍＶ/ｓ でカソード分極を行い、－８００ｍＶ(ｖｓ．Ａｇ/ＡｇＣｌ)におけ
る電流値をカソード電流値とした。また、得られた結果に対して、化成処理後のカソード
電流値については小さいものから順に、化成処理前後の減少率については大きいものから
順に1～10まで順位付けを行った。
【００５０】
　化成処理条件
化成処理の条件は以下の通りである。
アルカリ脱脂を行い水洗を行った後、表面調整剤サーフファイン5N-10 （登録商標、日本
ペイント（株）製）を用いて30秒間表面調整を行い、化成処理液サーフダインSD2800（登
録商標、日本ペイント（株）製）を用いて、処理温度44℃、処理時間120sの条件で化成処
理を行った。化成処理皮膜の付着量は2～3g/m2であった。
【００５１】
　化成結晶評点
化成処理後の冷延鋼板表面を、走査型電子顕微鏡を用いて倍率３００倍で１０視野観察し
、化成結晶の未生成部分（スケ）の有無と大きさ、および結晶粒径の不均一さを、化成処
理評点として以下の５段階で評価した。
５点：スケは認められず、また結晶も均一である。
４点：わずかに結晶の不均一も認められるがスケは認められない。
３点：微小なスケが認められる。
２点：比較的大きなスケが認められる。
１点：比較的大きなスケが多数認められる。
【００５２】
　塗装後耐食性評価
上記冷延鋼板から試験片を採取し、化成処理、以下に示す条件にて電着塗装を施し塗装鋼
板とした。次いで、塗装鋼板にクロスカットを入れ、温塩水浸漬試験を行った。温塩水浸
漬試験は、５質量％塩化ナトリウム水溶液（６０℃）に２４０時間浸漬で行った。温塩水
浸漬試験後に、クロスカット部にセロハンテープを貼り、テープを剥がしてカットの左右
両側の塗膜剥離幅を調べ、最大値を塗膜最大剥離幅とした。つまり、カットを中心に左右
に剥離している左から右までの全幅を計り、その値の最大値を塗膜最大剥離幅とした。塗
膜最大剥離幅の評価基準としては、塗膜最大剥離幅が５．０ｍｍ以下である場合を耐食性
に優れているとし、３ｍｍ以下であるものを（◎）、３ｍｍ超え５ｍｍ以下であるものを
（〇）とした。また、５．０ｍｍ超えは耐食性に劣っている（×）と評価した。
また、塗膜最大剥離幅の小さいものから順に1～10まで順位付けを行った。
【００５３】
　電着塗装条件
電着塗料： カチオン型電着塗料（日本ペイント（株）製）
塗膜膜厚：２０μｍ
焼付条件： １７０ ℃×２０分間
　以上により得られた結果を表３に示す。
【００５４】
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【表３】

【００５５】
　表３より、化成処理後のカソード電流値による順位よりもカソード電流値の減少率によ
る順位の方が、塗装後耐食性の塗膜最大剥離幅の順位に一致している。すなわち、化成処
理後のカソード電流値による評価よりもカソード電流値の減少率による評価の方が、塗装
後耐食性を正確に評価、判定できることがわかる。
【００５６】
　また、カソード電流値の化成処理前後の減少率が７０％以上で塗装後耐食性が良好とな
っていることがわかる。また、カソード電流値の化成処理前後の減少率が７０％以上の場
合には、化成処理後の鋼板のカソード電流値２０μＡ／ｃｍ２以下となっている。
【００５７】
　以上の結果より、本発明では、減少率７０％以上を塗装後耐食性良好と判断することで
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塗装を行う前に塗装後耐食性の良否を簡便、さらに短時間且つ正確に評価、判定でき、評
価することができることがわかる。
【実施例２】
【００５８】
　表３より、Ｎｏ３は、カソード電流値の化成処理前後の減少率が４０％となり、塗装後
耐食性が劣っていた。そこで、この結果をもとに、Ｎｏ３と同様の鋼を用いて、巻取温度
を５８０℃から５４０℃に変更し、それ以外はＮｏ３と同様の条件にて冷延鋼板を製造し
た。次いで、実施例１と同様に、化成処理を行うとともに、化成処理前後でカソード分極
を行いカソード電流値およびカソード電流値の化成処理前後の減少率を求めた。更に、電
着塗装を行い、電着塗装後の耐食性を評価した。その結果、カソード電流値の化成処理前
後の減少率が８０％となり、塗装後耐食性は良好となった。
【００５９】
　上記結果より、本発明の塗装後耐食性の評価方法により得られる結果を製造条件へフィ
ードバックすることにより、塗装後耐食性に優れた高強度鋼板が得られることがわかった
。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
本発明の塗装後耐食性の評価方法は、自動車、家電、建材の分野等、広範な分野で耐食性
に優れた高強度化鋼板を提供する場合に利用することができる。
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